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（附則） 

平成 30（2018）年５月 一部改正（平成30（2018）年 4月に国ガイドラインが一部改訂とな

ったため、これに合わせて国ガイドラインの該当ページ等を修正するとともに、年表記につ

いては、元号と西暦を併記しました。） 

平成 31（2019）年５月 一部改正（平成31（2019）年 4月に国ガイドラインが一部改訂とな

ったため、これに合わせて国ガイドラインの該当ページ等を修正しました。） 

令和２（2020）年５月 一部改正（令和２（2020）年4月に国ガイドラインが一部改訂となっ

たため、これに合わせて国ガイドラインの該当ページ等を修正しました。） 

令和３（2021）年５月 一部改正（令和３（2021）年4月に国ガイドラインが一部改訂された

ため、これに合わせて一部改正しました。） 

令和４（2022）年５月 一部改正（令和４（2022）年4月に国ガイドラインが一部改訂された

ため、これに合わせて一部改正しました。） 

令和７（2025）年３月 一部改正（令和６（2024）年４月に再エネ特措法が一部改正されたこ

とや非FIT事業の増加等の太陽光発電施設を取り巻く状況の変化を踏まえ、説明会の原則化

や、国ガイドラインを補完するつくりの見直しを行いました。） 

令和８（2026）年３月 一部改正（令和８（2026）年３月に促進区域の設定に関する県基準が

改正されたため、これに合わせて一部改正しました。） 

出力５０ｋW 未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に 事業を実施すること

が望まれます。  

また、機器メーカー、コンサルタント、設計事業者、施工事業者、保守点検及び維持管理を

行う事業者等の太陽光発電事業に関連する業務 に従事する事業者についても、指導指針を

参考に事業を行うことが望まれます。 
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